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１ 男女共同参画申出処理制度 平成２０年度実績

(1) 男女共同参画申出処理委員

男女共同参画申出処理委員には、学識経験者、企業経営者、弁護士のそれぞれ

の分野から、男女共同参画の視点を備えた委員が委嘱されました。

【平成２０年度男女共同参画申出処理委員】

尼川 洋子 （学識者）

尾崎 史朗 （企業代表）

宮内 俊江 （弁護士）

(2) 申出状況

平成２０年（２００８年）度は、３件の申出を受け付けました（前年度からの

引き継ぎ案件はありません）。 
１件は調査対象外とし、１件は県の施策についての改善提案として調査を行い

ました。もう１件については、来年度への継続事案としました。

申出一覧（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）

申出内訳 件数

人権侵害 １

県の施策 １調査対象事案

小 計 ２

調査対象外事案 １

合 計 ３

【参考】制度が始まった平成１４年（２００２年）１０月１日からの申出状況は次のとおりです。

申出一覧（平成 14 年 10 月１日～平成 21 年３月 31 日）

申出内訳 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 累計 
人権侵害 ３ ５ ３ ２ ３ ０ １ １７

県の施策 １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ２
調査対象

事案
小計 ４ ５ ３ ２ ３ ０ ２ １９

調査対象外事案 ３ １ ３ ０ １ ０ １ ９

合 計 ７ ６ ６ ２ ４ ０ ３ ２８

※⑭～⑱は、該当する年度で受け付けをした件数を表す。

人権侵害事案一覧（種類別）

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 累計 
セクシュアル・
ハラスメント関連

１ ２ ３ ０ ０ ０ ０ ６

ドメスティック・
バイオレンス関連

１ ０ ０ １ ０ ０ ０ ２

その他の性差別行為 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １

家族関係 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １

その他（男女共同参画関連） １ １ ０ １ ３ ０ １ ７

合 計 ３ ５ ３ ２ ３ ０ １ １７
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(3) 申出処理内容（個別概要）

【整理番号 20-①】

地域社会の意思決定の場に、女性の参画が阻害されていることについての申出

申出者から詳しい申出の趣旨及び内容についての説明を聴くとともに、

関係者から事情を聴き、処理方針の検討を行うなどの調査を進めたとこ

ろ、地域等における男女共同参画社会の形成に向けた普及啓発が浸透して

いないためと判断されることから、県に対し、男女共同参画を阻む慣行の

見直しや意思決定の場への女性の参画が促進されるように、あらゆる機会

を利用して地域社会に対する実効性ある意識啓発に努めるよう助言した。

【整理番号 20-②】

妊娠を理由として取り消された広報大使の任命特典の授与を求める申出

申出の趣旨等を確認するため申出者と面談をした結果、申出処理制度に

関わる事案として処理することは適切でないと判断し、「調査をしない申

出」（「男女共同参画社会づくり条例施行規則」第５条）に該当するため調

査しない旨を通知するとともに、本事案について適切と思われる相談機関

等に関する情報提供を行った。

【整理番号 20-③】＜人権侵害に関する事案＞

申出者からの申出書を受理した。

申出趣旨等を確認するための申出者の面談及び、処理方針決定のための

合議等は、次年度に行う。 

(4) 申出処理状況

平成 21 年

1月 2月

13 日 20 日 6 日 16 日 24 日

20-①

[完了]

○―――→○―――→○―――→○―――→○

☆ ◎

20-②

[完了]

○―――→○―――→○

☆ ◎

（注） １ すべての案件について、委員の合議により調査・処理方針の決定を行った。

２ 処理方針の検討は○、申出者・関係者への面談は☆、処理方針の決定は◎で表している。

対
応
（
完
了
）

対
応
（
完
了
）

対
応
（
継
続
中
）
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委員のコメント

じわーと確かに効く薬でありたい 尼川 洋子

男女共同参画申出処理委員になって 1 年、申出事案と対面するたびに様々なことを考えさ

せられました。申出者が実際の申し出に至るまでには一人の人間として、怒り、苦しみ、葛

藤があることと思います。その申出者の思いにできるかぎりの想像力を働かせ、申出の内容

（申出者が解決したいと考えている課題）を正確に理解し、男女共同参画の視点で問題を発

掘し、施策や制度の改善へ適切に結んでいくのが、申出処理委員会の役割であると自分に言

い聞かせつつ、この 1年取り組んできました。

しかし、実際は申出者が望む解決の方法、例えば、水戸黄門の印籠のように「男女共同参

画社会基本法」かざせば即座に事がその方向に変わる、というわけではなく、むしろ取り組

みのきっかけ、出発点であることが多いのが悩むところでした。でも、申出があってこそ男

女共同参画が進んでいくと確信しています。申出処理制度は即効薬ではないかもしれないけ

れど、じわーと確かに効く薬でありたいと思います。

２０年度をふり返って（男性の方からの申出を期待したい） 尾﨑 史朗

本年の申出はゼロ件で終わるのかなあと思っていましたが、１２月以降に申出が続いてあ

りました。最初の申出は「地域」における男女共同参画に関する内容でした。ここでは小さ

な「地域」においても男女共同参画への認識を持ち、関心を持ってくださっている方がおら

れて嬉しく思いました。一方、「地域社会」に密接な関わりを持つ行政機関における男女共同

参画社会づくりへの取組みの遅れも合わせて感じ、苛立ちもおぼえました。

もう一つは、この申出処理制度を利用される方の大半が女性であるという点です。このこ

とは「家庭」「地域社会」「職場や諸団体」の中で、女性がいまだに男性に比べて平等・対等・

均等に扱われていない現実があると言えましょう。

今後さらに申出処理制度のことを広く県民に紹介していただき、真の男女共同参画社会づ

くりが進みますよう心から願っています。

申出処理制度は６歳になりました 宮内 俊江

男女共同参画申出処理制度発足から６年６か月が経過しました。個人的には現実の社会が

変革することは容易なことではないと悲観的な観測を持っていました。ですから、この制度

が県民の皆様に利用しやすいものであれば、多くの申出がなされ男女共同参画が前進するで

あろうと大いに期待していたのです。しかし期待に反し利用件数は伸び悩みです。しかも、

この制度を「直行便」で利用出来た方は少なく、いわゆる「たらい回し」の後にやっとたど

り着くという状況です。その原因は広報不足もあるでしょうが、過去の申出処理結果の効果

的な活用も十分ではなかったのではないでしょうか。

しかし、少しずつではありますが社会は確実に動き始めています。今年度は、今まで気づ

きもしなかったか、あるいは声があげられなかった「地域社会における意思決定の場」での

男女共同参画の取組の遅れを指摘する申出がなされています。この流れが加速するよう申出

処理委員としての資質の向上につとめ、真の男女共同参画社会の実現にむけて努力して参り

たいと考えています。
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２ 男女共同参画申出処理制度の概要

男女共同参画申出処理制度は、平成１４（２００２）年４月１日に施行した男女

共同参画社会づくり条例第２５条に基づき、同年１０月１日からスタートしまし

た。３人の申出処理委員が、公平・中立の立場から、男女共同参画に関する私人間

の人権侵害や県の施策についての申出に対し、必要な検討、調査などを行い、必要

があると認めるときは、助言等を行います。

３ 男女共同参画申出処理制度の利用

(1) 申出方法

県内に在住・在勤・在学する方は、原則書面により申出をすることができます。

本年次報告書巻末の様式により、郵送又はＦＡＸにより申出処理委員事務局

（兵庫県企画県民部県民文化局青少年課男女家庭室）に送付していただきます。

申出書には、申出の趣旨をできるだけ詳しく記載してください。必要があれば、

別に参考になる資料等を添付いただいても結構です。申出書から申出の趣旨が十

分に確認できない場合には、申出処理委員の判断により、必要に応じて面談等も

させていただきますのでご安心ください。

なお、匿名による申出や電話による申出は受け付けておりません。

(2) 調査対象となる申出

本制度で調査の対象となる申出は、次の２種類に分けられます。

① 県の施策についての申出

県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策や、男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策についての申出

② 私人間の人権侵害にかかる申出

男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権の侵害についての申出

（男女共同参画社会づくり条例第 25 条第 2項より）

私人間の人権侵害にかかる申出（②）としては、例えば、配偶者等からの暴力

やセクシュアル・ハラスメント、性別による差別的な取り扱いを受けた場合など

が考えられます。
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(3) 調査対象とならない申出

次に掲げる相談の申出については、調査をしないこととなっています。

【調査をしない事項】

・裁判所において係争中の事案及び判決により確定した事案に関する事項

・行政庁において審理中の不服申立てに係る事案及び裁決又は決定により確定した事案

に関する事項

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（いわゆる「男女

雇用機会均等法」）第 13条第１項の規定による紛争の解決の援助又は同法第 14 条第１

項の規定による調停の対象となる事案に関する事項

・条例又はこの規則の規定に基づく申出処理委員の行為に関する事項

・その他申出処理委員が調査することが適当でないと認める事項

（男女共同参画社会づくり条例施行規則第５条より）

また、別の法制度上の機関などが、より迅速・適切な解決に導く場合は、「調

査をしない事項」として、該当機関などを紹介するにとどめ、調査を進めないこ

ともありますが、申出処理委員は申出書や申出者の面談等を通じて、申出者の立

場に立って申出の趣旨をくみ取り、調査を進めるかどうかを慎重に判断します。
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(4) 申出処理制度の流れ

申出のあった事案は、一般的に次のような流れにそって申出処理委員が取り扱

います。

○男女共同参画申出処理委員事務局まで郵送又はＦＡＸで申

し出てください。

○申出者が県内在住・在勤・在学者であるかなどのほか、申 
出書の内容から、この制度を利用することが適切であるか

どうかを申出処理委員が確認します。

○必要に応じて、申出の趣旨を確認するために面談等を行う 
ことがあります。

○調査に至らない場合であっても、私人間の人権侵害事案に

ついては、必要に応じて、申出者の了解を得たうえで、配 
偶者暴力相談支援センター（県立女性家庭センター）等の 
関係機関に関する情報提供を行うことがあります。

○事実確認のため、申出者や関係者との面談を通じて説明を

受けたり、資料収集等を行いながら、委員３人の合議によ

り処理方針を決定します。

（必要に応じて）

○調査の結果、申出処理委員が必要があると認めるときは、

県の施策についての提案は、施策に関する助言、指導、勧 
告等を、私人間の人権侵害についての申出は、関係者等に

対して、助言、是正の要望等を行います。

申 出

（申出書の提出）

要件の確認

調 査

助言・指導など
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４ 関係規定

(1) 男女共同参画社会づくり条例（兵庫県条例第１１号）（平成１４年３月２７日公布）

目次

前文

第１章 総則（第１条－第８条）

第２章 男女共同参画社会づくりに関する基本的施策（第９条－第22条）

第３章 男女共同参画社会づくりのための基盤の整備（第23条－第25条）

第４章 雑則（第26条）

附則

すべての人は、個人として尊重され、法の下に平等であり、男女の人権は、性別にかかわりなく尊重され

なければならない。

兵庫県では、男女共同参画社会の実現に向けて、国際社会や男女共同参画社会基本法の制定等国内の動向

を踏まえて、様々な取組を進めてきたところであるが、あらゆる形態の暴力等の人権侵害、人為的につくら

れた性別観や性別による固定的な役割分担を前提とした制度や慣行が依然として存在している。

こうした中で、少子高齢化の一層の進行等の社会経済情勢の急速な変化に対応し、県民一人一人が真に豊

かで、安心と生きがいを持てる生活を実現していくためには、性別にとらわれることなく、男女が共にその

個性と能力を十分に発揮できる環境を整備することが強く求められている。

阪神・淡路大震災における県民やボランティア団体等の活動が被災者の支援や被災地の復興を支える役割

を果たしてきたことは、県民一人一人から始まる自発的かつ自律的な活動が社会を支え発展させていく新た

な原動力となるものであることを示した。

この貴重な教訓を生かし、すべての県民の人権が平等に保障されるとともに、男女が自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、共に責任を分かち合う男女共同参画社会の早

期実現を目指していかなければならない。

このような認識に基づき、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、県、県民、事業者及び団体

の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画社会づくりを総

合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

第１章 総則

（定義）

第１条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的

利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男

女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対

する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。

（基本理念）

第２条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別

的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が

尊重されることを旨として、行われなければならない。

２ 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等

を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画

社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会

における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立的なものとするように配慮されなければなら

ない。
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３ 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体にお

ける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならな

い。

４ 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族

の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動

以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

５ 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男

女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

６ 男女共同参画社会の形成に当たっては、男女が、互いの性を尊重するとともに、その身体についての理

解を深め、生涯にわたり共に健康な生活を営むことができるように配慮されなければならない。

７ 男女共同参画社会の形成は、県民一人一人が互いの人権を尊重しつつ、地域社会の一員としての自覚と

責任を持って、自発的かつ自律的に男女共同参画社会の形成のための活動に参画するとともに、当該活動

に参画する他のものと協働して当該活動に取り組むことを旨として、行われなければならない。

（県の責務）

第３条 県は、前条各項に定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合

的に策定し、及び実施するものとする。

２ 県は、男女共同参画社会の形成の促進に当たり、県民、事業者、各種の団体、市町、他の都道府県、国

等と連携し、及び協働して取り組むものとする。

（県民の責務）

第４条 県民は、男女共同参画社会の形成について理解を深め、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努

めるとともに、県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力しなければならない。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、その事業活動が男女共同参画社会の形成と密接な関係にあることを自覚し、男女共同参

画社会の形成に寄与するよう努めるとともに、県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

に協力しなければならない。

（団体の責務）

第６条 県民が行い、又は県民のために行われる自発的で自律的な活動を行う団体（以下「団体」という。）

は、その活動が男女共同参画社会の形成と密接な関係にあることを自覚し、男女共同参画社会の形成に寄

与するよう努めるとともに、県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力しなければ

ならない。

（性別による差別的取扱い等の禁止）

第７条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

２ 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを

行ってはならない。

３ 何人も、家庭等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはな

らない。

（公衆に表示する情報に関する留意）

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び暴力的行為を助長し、又

は連想させる表現並びに著しく性的感情を刺激する表現を行わないよう努めなければならない。

第２章 男女共同参画社会づくりに関する基本的施策

（男女共同参画計画）

第９条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第14条第１項に規定する都道府県男女

共同参画計画（以下「男女共同参画計画」という。）を定めるに当たっては、県民の意見を反映すること

ができるよう適切な措置を講ずるものとする。

２ 知事は、男女共同参画計画を定めるに当たっては、附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）

第１条第１項に規定する男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴くものとする。

３ 前２項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。
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（施策の策定等に当たっての配慮）

第10条 県は､男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たって

は、男女共同参画社会の形成に配慮するものとする。

（県民等の理解を深めるための措置）

第11条 県は、男女共同参画社会の形成に関する県民、事業者及び団体の理解を深めるよう適切な措置を講

ずるものとする。

（雇用の場における取組）

第12条 事業者は、男女共同参画社会の形成のため、雇用の場において、次の各号に掲げる取組を行うよう

努めなければならない。

(1) 職業生活における活動と家庭生活における活動との両立に向けた環境整備

(2) セクシュアル・ハラスメントの防止

(3) 事業活動における方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会の確保

２ 知事は、男女共同参画社会の形成の促進に必要があると認めるときは、事業者に対し、前項各号に掲げ

る取組の状況について報告を求めることができる。

３ 知事は、前項の報告により把握した状況を取りまとめ、公表するものとする。

４ 知事は、第２項の報告があったときは、当該事業者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

（事業者との協定）

第13条 知事は、事業者が事業活動において男女共同参画社会の形成を促進するために行う自主的な取組を

促進するため、前条第１項各号に掲げる事項について、事業者と協定を締結することができる。

（個人で営む事業における男女の共同参画の推進）

第14条 県は、個人で営む事業において、家族従事者が経営の方針の立案及び決定に共同して参画する機会

を確保するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

（家庭生活における活動と他の活動との両立の推進）

第15条 県は、男女が共に家庭生活における活動と職業生活における活動その他の活動とを両立することが

できる環境整備の推進に必要な措置を講ずるものとする。

（男女共同参画社会の形成に関する教育の推進）

第16条 県は、学校教育及び社会教育における男女共同参画社会の形成に関する教育を推進するものとする。

（附属機関等における構成員の男女の均衡）

第17条 県は、その設置する附属機関等の委員その他の構成員を任命し、又は委嘱する場合には、積極的改

善措置を講ずることにより、構成員の数について、できる限り男女の均衡を図るよう努めるものとする。

（調査研究）

第18条 県は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するものとする。

（市町等に対する支援）

第19条 県は、男女共同参画社会の形成の促進に関して市町が実施する施策及び県民、事業者又は団体が行

う男女共同参画社会の形成の促進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずる

ものとする。

（財政上の措置）

第20条 県は、男女共同参画社会の形成を促進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

（県民等の意見の反映）

第21条 県は、男女共同参画社会の形成の促進のための施策の適切な策定及び実施に資するため、県民、事

業者、団体又は市町の意見を県の施策に反映させるよう必要な施策を講ずるものとする。

（年次報告）

第22条 知事は、毎年、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を明らかにする年次報告を

作成し、これを公表するものとする。

第３章 男女共同参画社会づくりのための基盤の整備

（推進体制の整備）

第23条 県は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、必要な推

進体制を整備するものとする。
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（男女共同参画推進員の設置）

第 24 条 県民が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する活動並びに当該活動を行う者相互の協力及び

連携を支援するため、県に、男女共同参画推進員を置く。

（県民からの申出の処理）

第 25 条 県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を

及ぼすと認められる施策についての改善の提案の申出及び男女共同参画社会の形成を阻害する要因によ

る人権の侵害についての県民からの申出を適切かつ迅速に処理するため、県に、申出処理委員を置く。

２ 県民は、県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策若しくは男女共同参画社会の形成に

影響を及ぼすと認められる施策について改善の提案がある場合又は男女共同参画社会の形成を阻害する

要因によって人権を侵害された場合には、申出処理委員に申し出ることができる。

３ 申出処理委員は、前項の規定により県が実施する施策についての改善の提案の申出があった場合におい

て、必要に応じて、関係者に対し、説明を求め、県が保存する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその

写しの提出を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に助言、指導、勧告その他の行為を行うもの

とする。

４ 申出処理委員は、第２項の規定により人権を侵害された旨の申出があった場合において、必要に応じて、

関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、必要があると認めるときは、当該関係者

に助言、是正の要望その他の行為を行うものとする。

第４章 雑則

第26条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。ただし、第25条の規定は、同年10月１日から施行する。

（附属機関設置条例の一部改正）

２ 附属機関設置条例の一部を次のように改正する。

第１条第１項の表青少年愛護審議会の項の次に次のように加える。

男女共同参画審議会

男女共同参画社会づくり条例（平成14年兵庫県条例第11号）

による男女共同参画社会の形成の促進に関する重要事項の調

査審議及び当該事項に関して必要と認める事項についての建

議に関する事務

（委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

３ 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年兵庫県条例第24号）の一部を次のように

改正する。

第１条第53号及び第54号を次のように改める。

(53) 男女共同参画審議会

(54) 削除

別表第１青少年愛護審議会の項の次に次のように加える。

男女共同参画審議会

会 長

副 会 長

委 員

日 額

日 額

日 額

15,500円

13,000円

12,500円

別表第２青少年愛護審議会の委員の項の次に次のように加える。

男女共同参画審議会の委員 職員旅費条例中８級の職務にある者相当額
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(2) 男女共同参画社会づくり条例施行規則（兵庫県規則第８０号）（平成１４年９月３０日公布）

（趣旨）

第１条 この規則は、男女共同参画社会づくり条例（平成14年兵庫県条例第11号。以下「条例」という。）

の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

（申出の方法）

第２条 条例第25条第２項の規定による申出（以下「申出」という。）は、次に掲げる事項を記載した申出

書を提出することにより行わなければならない。ただし、申出処理委員が申出書を提出できない特別の理

由があると認めるときは、口頭で行うことができる。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 申出の趣旨及び理由

(3) 他の機関等への相談等の状況

(4) 申出の年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、調査等に当たって参考となる事項

２ 前項ただし書の規定による申出があったときは、申出処理委員は、当該申出に係る同項各号に掲げる事

項を聴取し、これを書面に記録するものとする。

（人権を侵害された旨の申出に係る申出期間）

第３条 条例第25条第４項の人権を侵害された旨の申出は、当該申出に係る人権の侵害があった日から起算

して１年以内に行わなければならない。ただし、申出処理委員が１年を経過したことについて正当な理由

があると認めるときは、この限りでない。

（調査）

第４条 申出処理委員は、申出について調査を開始するときは、その旨を当該申出を行った者（以下「申出

者」という。）及び当該申出に係る関係者に対し、書面により通知するものとする。ただし、当該申出が

条例第25条第４項の人権を侵害された旨の申出である場合であって、相当な理由があると認めるときは、

当該関係者に対し、通知しないことができる。

２ 申出処理委員は、条例第25条第３項の規定により、説明を求め、県が保存する関係書類その他の記録を

閲覧し、若しくはその写しの提出を求め、又は同条第４項の規定により、資料の提出及び説明を求めると

きは、書面によるものとする。

３ 申出処理委員は、調査を終了したときは、その結果を当該申出に係る申出者及び関係者に対し、書面に

より通知するものとする。

（調査をしない場合）

第５条 申出処理委員は、申出が次の各号のいずれかに該当する事項に係るものである場合は、当該申出に

ついて調査をしないものとする。

(1) 裁判所において係争中の事案及び判決により確定した事案に関する事項

(2) 行政庁において審理中の不服申立てに係る事案及び裁決又は決定により確定した事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）第

13 条第１項の規定による紛争の解決の援助又は同法第 14 条第１項の規定による調停の対象となる事案

に関する事項

(4) 条例又はこの規則の規定に基づく申出処理委員の行為に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、申出処理委員が調査をすることが適当でないと認める事項

２ 申出処理委員は、前項の場合においては、申出について調査をしない旨及びその理由を、当該申出に係

る申出者に対し、書面により通知するものとする。

（助言、指導、勧告その他の行為等）

第６条 条例第25条第３項の助言、指導、勧告その他の行為及び条例第25条第４項の助言、是正の要望そ

の他の行為は、書面により行うものとする。

２ 申出処理委員は、前項の行為を行ったときは、その内容を当該申出に係る申出者に対し、書面により通

知するものとする。

（措置状況の報告）

第７条 申出処理委員は、条例第25条第３項の助言、指導、勧告その他の行為を行った場合において、必要

があると認めるときは、当該関係者に対し、講じた措置の状況について、相当の期限を設けて報告を求め

ることができる。
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（申出の処理状況の報告等）

第８条 申出処理委員は、毎年、申出の処理状況に関する報告書を作成し、知事に提出するとともに、これ

を公表するものとする。

（身分証明書）

第９条 申出処理委員は、職務を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。

２ 前項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

（補則）

第10条 第２条から前条までに定めるもののほか、申出の処理に関して必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年10月１日から施行する。

別記様式（第９条関係）

（表面）

身 分 証 明 書

写 真

氏名

任期

上記の者は、男女共同参画社会づくり条例（平成14年兵庫県条例第11号）

第25条第１項の規定に基づく申出処理委員であることを証明します。

年 月 日交付

兵庫県知事 印

（裏面）

男女共同参画社会づくり条例（抜粋）

（県民からの申出の処理）

第25条 県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての改善の提案の申出

及び男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権の侵害についての県民

からの申出を適切かつ迅速に処理するため、県に、申出処理委員を置く。

２ 県民は、県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策若しくは

男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について改善の提案

がある場合又は男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権を侵害さ

れた場合には、申出処理委員に申し出ることができる。

３ 申出処理委員は、前項の規定により県が実施する施策についての改善の提案

の申出があった場合において、必要に応じて、関係者に対し、説明を求め、県

が保存する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必要

があると認めるときは、当該関係者に助言、指導、勧告その他の行為を行うも

のとする。

４ 申出処理委員は、第２項の規定により人権を侵害された旨の申出があった場

合において、必要に応じて、関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及

び説明を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に助言、是正の要望そ

の他の行為を行うものとする。

5.5
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